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多

数

の

ゴ

ル

フ

場

を

運

営

す

る

Ｐ

Ｇ

Ｍ

グ

ル

ー

プ

の

傘

下

に

あ

る

法

人

（

納

税

者

）

が

合

併

を

繰

り

返

し

た

被

合

併

法

人

か

ら

引

き

継

い

だ

未

処

理

欠

損

金

額

を

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

し

て

平

成

�

年

３

月

期

に

法

人

税

等

の

確

定

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

課

税

庁

が

法

人

税

法

１

３

２

条

の

２

《

組

織

再

編

成

に

係

る

行

為

又

は

計

算

の

否

認

》

の

規

定

に

よ

り

未

処

理

欠

損

金

額

を

納

税

者

の

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

す

こ

と

を

認

め

ず

、

更

正

処

分

等

を

し

た

こ

と

か

ら

、

納

税

者

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

訴

訟

で

東

京

地

裁

（

篠

田

賢

治

裁

判

長

）

は

９

月

�

日

、

各

合

併

は

組

織

再

編

税

制

に

係

る

各

規

定

を

租

税

回

避

の

手

段

と

し

て

濫

用

す

る

こ

と

で

法

人

税

の

負

担

を

減

少

さ

せ

る

も

の

と

は

い

え

な

い

な

ど

と

し

、

更

正

処

分

等

を

違

法

と

す

る

納

税

者

勝

訴

の

判

決

を

下

し

た

。
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本

件

は

、

Ｘ

社

を

被

合

併

法

人

と

す

る

合

併

（

本

件

合

併

１

）

を

し

た

Ｙ

社

に

加

え

、

Ｌ

社

、

Ｍ

社

お

よ

び

Ｎ

社

を

被

合

併

法

人

と

す

る

合

併

を

し

た

法

人

（

納

税

者

）

が

、

法

人

税

法

所

定

の

適

格

合

併

が

行

わ

れ

た

場

合

に

適

用

さ

れ

る

同

法

�

条

２

項

お

よ

び

�

条

の

９

第

２

項

２

号

の

各

規

定

（

法

律

は

い

ず

れ

も

処

分

当

時

の

も

の

）

に

よ

り

、

Ｘ

社

の

本

件

合

併

１

の

直

前

に

お

け

る

欠

損

金

額

約

�

億

円

（

本

件

未

処

理

欠

損

金

額

）

を

納

税

者

の

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

し

て

、

平

成

�

年

３

月

期

の

連

結

事

業

年

度

の

法

人

税

等

の

連

結

確

定

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

所

轄

税

務

署

長

が

本

件

未

処

理

欠

損

金

額

を

納

税

者

の

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

す

こ

と

を

認

め

ず

、

更

正

処

分

等

を

し

た

こ

と

か

ら

争

い

と

な

っ

て

い

た

も

の

。

　

争

点

は

更

正

処

分

等

の

適

法

性

で

、

具

体

的

に

は

各

合

併

が

法

人

税

法

１

３

２

条

の

２

に

い

う

「

法

人

税

の

負

担

を

不

当

に

減

少

さ

せ

る

結

果

と

な

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

」

（

不

当

性

要

件

）

に

該

当

す

る

か

否

か

。

　

「

法

人

税

の

負

担

を

不

当

に

…

」

に

つ

い

て

は

、

い

わ

ゆ

る

ヤ

フ

ー

事

件

（

納

税

者

敗

訴

）

に

係

る

平

成

�

年

２

月

�

日

最

高

裁

判

決

で

一

定

の

判

断

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

地

裁

は

判

決

で

、

こ

の

判

断

に

基

づ

い

た

上

で

、

①

適

格

合

併

が

行

わ

れ

た

結

果

、

未

処

理

欠

損

金

額

が

引

き

継

が

れ

、

租

税

負

担

が

減

少

す

る

場

合

が

あ

る

の

は

、

組

織

再

編

税

制

が

予

定

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

こ

と

（

む

し

ろ

、

適

格

合

併

の

場

合

に

譲

渡

損

益

の

計

上

を

繰

り

延

べ

て

従

前

の

課

税

関

係

を

継

続

さ

せ

る

こ

と

は

、

組

織

再

編

税

制

の

趣

旨

そ

の

も

の

で

あ

る

）

、

②

利

益

を

生

み

出

し

、

こ

れ

を

株

主

に

対

し

て

還

元

す

る

こ

と

を

究

極

の

目

的

と

す

る

株

式

会

社

に

お

い

て

、

一

定

規

模

以

上

の

取

引

を

す

る

に

当

た

り

、

税

務

上

の

影

響

を

ま

っ

た

く

考

慮

し

な

い

こ

と

は

考

え

難

く

、

む

し

ろ

、

か

か

る

考

慮

を

し

な

い

で

取

引

を

行

え

ば

、

取

締

役

の

責

任

を

追

及

さ

れ

る

事

態

も

生

じ

か

ね

な

い

。

株

式

会

社

が

事

業

の

目

的

に

沿

っ

て

種

々

の

経

済

活

動

を

遂

行

す

る

に

当

た

り

、

業

務

の

管

理

・

遂

行

上

、

財

務

上

ま

た

は

税

務

上

等

の

さ

ま

ざ

ま

な

観

点

か

ら

、

利

益

を

最

大

化

し

得

る

方

法

を

法

令

の

許

容

す

る

範

囲

内

で

自

由

に

選

択

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

解

さ

れ

る

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

行

為

・

計

算

の

不

自

然

性

が

ま

っ

た

く

認

め

ら

れ

な

い

場

合

や

、

そ

の

よ

う

な

行

為

・

計

算

を

行

う

こ

と

の

合

理

的

な

理

由

と

な

る

事

業

目

的

等

が

十

分

に

認

め

ら

れ

る

場

合

に

は

、

他

の

事

情

を

考

慮

す

る

ま

で

も

な

く

、

組

織

再

編

税

制

に

係

る

各

規

定

を

租

税

回

避

の

手

段

と

し

て

濫

用

し

た

も

の

と

い

う

こ

と

は

で

き

ず

、

不

当

性

要

件

に

該

当

す

る

と

判

断

す

る

こ

と

は

困

難

で

あ

る

と

言

及

。

　

し

た

が

っ

て

、

株

式

会

社

が

合

理

的

な

事

業

目

的

の

あ

る

組

織

再

編

成

を

行

う

に

当

た

り

、

通

常

は

想

定

さ

れ

な

い

手

順

や

方

法

で

は

な

く

、

実

態

と

乖

離

し

た

形

式

を

作

出

す

る

も

の

で

も

な

い

、

不

自

然

性

の

ま

っ

た

く

認

め

ら

れ

な

い

複

数

の

手

順

や

方

法

の

中

か

ら

最

も

税

負

担

の

少

な

い

も

の

を

採

っ

た

と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

か

ら

直

ち

に

組

織

再

編

税

制

に

係

る

各

規

定

を

租

税

回

避

の

手

段

と

し

て

濫

用

し

た

も

の

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

（

例

え

ば

、

引

き

継

が

れ

る

未

処

理

欠

損

金

額

は

、

合

併

の

時

期

に

よ

っ

て

も

差

異

が

生

ず

る

が

、

い

つ

合

併

す

る

か

は

基

本

的

に

当

事

者

の

自

由

で

あ

り

、

合

併

に

つ

き

合

理

的

な

事

業

目

的

が

あ

る

場

合

に

は

、

税

務

上

の

効

果

が

最

大

と

な

る

時

期

を

見

定

め

て

合

併

を

実

行

し

た

と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

か

ら

直

ち

に

不

当

性

要

件

に

該

当

す

る

と

判

断

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

解

さ

れ

る

）

と

し

た

。

　

そ

の

上

で

、

本

件

各

合

併

は

何

ら

不

自

然

な

も

の

と

は

い

え

ず

、

こ

の

よ

う

な

ス

キ

ー

ム

を

採

用

し

て

合

併

を

行

う

こ

と

に

「

合

理

的

な

理

由

と

な

る

事

業

目

的

そ

の

他

の

事

由

」

が

存

在

す

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

組

織

再

編

税

制

に

係

る

各

規

定

の

本

来

の

趣

旨

お

よ

び

目

的

か

ら

逸

脱

す

る

態

様

で

そ

の

適

用

を

受

け

る

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

指

摘

。

各

合

併

は

法

人

税

法

�

条

２

項

等

の

各

規

定

を

租

税

回

避

の

手

段

と

し

て

濫

用

す

る

こ

と

で

法

人

税

の

負

担

を

減

少

さ

せ

る

も

の

と

は

い

え

ず

、

「

法

人

税

の

負

担

を

不

当

に

…

」

に

当

た

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

か

ら

、

こ

れ

に

該

当

す

る

こ

と

を

前

提

に

行

わ

れ

た

更

正

処

分

等

は

違

法

だ

と

し

て

取

り

消

し

た

。

　

自

民

党

の

石

破

茂

総

裁

が

１

日

、

首

相

に

就

任

し

た

。

石

破

新

首

相

は

就

任

後

初

と

な

る

同

日

の

会

見

で

、

経

済

政

策

に

つ

い

て

、

賃

上

げ

と

投

資

が

牽

引

す

る

成

長

型

経

済

を

実

現

す

る

た

め

、

岸

田

政

権

で

進

め

て

き

た

成

長

戦

略

を

着

実

に

引

き

継

ぐ

こ

と

な

ど

を

表

明

し

た

＝

写

真

。

自

民

党

の

総

裁

選

の

政

策

集

で

目

指

す

と

し

て

い

た

、

企

業

の

投

資

意

欲

を

刺

激

す

る

メ

リ

ハ

リ

の

あ

る

法

人

税

体

系

の

構

築

な

ど

、

税

関

連

に

つ

い

て

の

言

及

は

な

か

っ

た

。

　

ま

た

、

�

月

９

日

に

衆

院

を

解

散

し

、

�

月

�

日

公

示

、

�

月

�

日

投

開

票

の

日

程

で

衆

院

選

を

実

施

す

る

と

明

言

し

た

。

　

な

お

、

１

日

に

発

足

し

た

石

破

内

閣

の

財

務

・

金

融

担

当

相

に

は

、

加

藤

勝

信

元

官

房

長

官

が

就

任

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ � ７

第３６２１号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２４年



　

石

破

茂

内

閣

が

１

日

、

発

足

し

た

。

首

相

就

任

会

見

で

は

、

９

日

の

衆

院

解

散

を

正

式

に

表

明

。

就

任

か

ら

８

日

後

の

解

散

と

な

る

。

総

裁

選

中

の

討

論

会

で

は

「

衆

院

解

散

前

に

国

民

が

判

断

す

る

材

料

を

提

供

す

る

国

会

論

戦

が

必

要

」

と

主

張

し

て

い

た

石

破

首

相

だ

が

、

厳

し

い

日

程

だ

★

党

内

野

党

的

立

場

だ

っ

た

石

破

首

相

も

、

郷

に

入

れ

ば

郷

に

従

え

で

早

期

解

散

の

党

方

針

を

受

け

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

か

。

新

政

権

の

物

価

高

対

策

や

石

破

首

相

が

総

裁

選

時

に

打

ち

出

し

た

金

融

所

得

課

税

の

強

化

、

法

人

税

率

引

上

げ

な

ど

経

済

政

策

の

方

針

が

見

え

ず

、

野

党

と

の

違

い

も

分

か

ら

な

い

★

政

治

は

生

活

に

直

結

す

る

。

国

が

豊

か

な

と

に

は

意

識

し

な

い

が

、

今

の

日

本

は

以

前

に

増

し

て

実

感

す

る

。

ゆ

え

に

、

石

破

首

相

が

会

見

で

述

べ

た

「

勇

気

と

真

心

を

持

っ

て

真

実

を

語

る

」

こ

と

で

、

政

策

論

議

を

尽

く

し

国

民

へ

判

断

材

料

を

示

す

こ

と

が

必

要

で

は

な

い

か

。

（

Ａ

）

簡易な扶養控除等申告書のチェックリスト

（下記の事項に一つでも該当する場合は同申告書の提出不可）

□

あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族など

の住所または居所が異動した

□
あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった

□

あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族など

のマイナンバーに変更があった

□

源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、�歳未満の

扶養親族（年少扶養親族）に新たに該当することとな

る（または該当しなくなる）人がいる

□

あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することと

なる（または該当しなくなる）

□

あなたや同一生計配偶者、扶養親族が（特別）障害者

に該当することとなる（または該当しなくなる）

□
源泉控除対象配偶者の所得の見積額が�万円超となる

□

控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が�

万円超となる

□

控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変

わる（例：控除対象扶養親族が特定扶養親族や老人扶

養親族に該当することとなる場合、特定扶養親族が�

歳になったことにより特定扶養親族に該当しなくなる

場合）

□

控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適

用要件の区分が変わる（例：その国外居住親族の年齢

が�歳に達することにより当該区分が「�万円以上の

送金を受ける人」に該当することとなる場合、当該区

分が「留学」に該当していた国外居住親族について、

留学の事実がなくなったことにより「�万円以上の送

金を受ける人」に該当することとなる場合）

□

年少扶養親族が�歳になり控除対象扶養親族に該当す

ることとなる

　

令

和

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

勤

務

先

に

提

出

す

る

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

記

載

す

べ

き

事

項

が

、

前

年

に

提

出

し

た

同

申

告

書

に

記

載

し

た

事

項

か

ら

異

動

が

な

い

場

合

は

、

異

動

が

な

い

旨

を

記

載

し

た

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

異

動

が

な

い

場

合

と

は

原

則

、

記

載

す

べ

き

全

て

の

事

項

に

異

動

が

な

い

場

合

と

な

っ

て

い

る

が

、

控

除

対

象

扶

養

親

族

の

所

得

の

見

積

額

の

変

動

が

少

額

な

ど

、

一

定

の

場

合

は

、

異

動

が

な

い

も

の

と

し

て

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

扶

養

親

族

の

年

齢

の

変

動

に

よ

り

、

異

動

が

あ

っ

た

と

さ

れ

る

場

合

が

あ

る

の

で

注

意

し

た

い

。

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

６

年

分

の

年

末

調

整

控

除

申

告

書

作

成

用

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

（

年

調

ソ

フ

ト

）

を

公

開

し

た

。

年

末

調

整

手

続

の

電

子

化

及

び

年

調

ソ

フ

ト

等

に

関

す

る

Ｆ

Ａ

Ｑ

（

６

年

�

月

改

訂

版

）

や

年

調

ソ

フ

ト

の

操

作

マ

ニ

ュ

ア

ル

も

公

開

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

３

日

に

は

税

務

相

談

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

に

よ

る

年

末

調

整

の

相

談

も

開

始

し

た

。

　

年

調

ソ

フ

ト

は

、

年

末

調

整

の

書

類

を

電

子

的

に

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

、

国

税

庁

が

提

供

す

る

無

料

の

ア

プ

リ

。

①

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

及

び

各

種

控

除

証

明

書

等

デ

ー

タ

の

イ

ン

ポ

ー

ト

、

②

控

除

額

の

自

動

計

算

、

③

扶

養

控

除

、

配

偶

者

（

特

別

）

控

除

な

ど

、

各

種

控

除

の

該

当

有

無

の

自

動

判

定

な

ど

が

で

き

る

。

な

お

、

年

調

ソ

フ

ト

は

、

毎

年

の

税

制

改

正

を

受

け

て

改

修

が

実

施

さ

れ

る

た

め

、

年

末

調

整

を

行

う

年

分

ご

と

に

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

す

る

必

要

が

あ

る

。

６

年

分

の

年

調

ソ

フ

ト

に

、

過

去

分

の

年

末

調

整

の

際

に

勤

務

先

に

提

出

し

た

デ

ー

タ

を

取

り

込

む

こ

と

は

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

Ｆ

Ａ

Ｑ

の

年

調

ソ

フ

ト

関

係

で

は

、

６

問

が

追

加

さ

れ

た

。

定

額

減

税

に

関

す

る

問

答

で

は

、

年

調

ソ

フ

ト

は

定

額

減

税

の

新

様

式

「

令

和

６

年

分

源

泉

徴

収

に

係

る

定

額

減

税

の

た

め

の

申

告

書

兼

年

末

調

整

に

係

る

定

額

減

税

の

た

め

の

申

告

書

」

を

出

力

す

る

開

発

を

行

っ

て

い

な

い

た

め

、

同

申

告

書

の

提

出

が

必

要

な

場

合

は

紙

で

の

提

出

と

な

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

７

年

分

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

か

ら

提

出

す

る

こ

と

の

で

き

る

簡

易

な

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

つ

い

て

は

、

年

調

ソ

フ

ト

で

は

同

申

告

書

を

出

力

で

き

る

改

修

は

行

っ

て

い

な

い

が

、

過

去

の

デ

ー

タ

を

引

き

継

ぐ

場

合

、

そ

の

引

き

継

ぐ

対

象

を

従

来

よ

り

も

拡

大

し

て

い

る

と

し

て

い

る

。

　

前

年

か

ら

異

動

が

な

い

旨

を

記

載

し

た

簡

易

な

扶

養

控

除

等

申

告

書

は

、

７

年

１

月

１

日

以

後

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

給

与

等

に

つ

い

て

提

出

す

る

扶

養

控

除

等

申

告

書

か

ら

提

出

が

可

能

と

な

る

。

な

お

、

簡

易

な

扶

養

控

除

等

申

告

書

と

は

、

新

た

な

様

式

の

申

告

書

で

は

な

く

、

扶

養

控

除

等

申

告

書

の

余

白

に

異

動

が

な

い

旨

を

記

載

す

る

も

の

と

な

る

。

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

こ

の

簡

易

な

申

告

書

の

記

載

例

と

し

て

、

７

年

分

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

扶

養

親

族

の

年

齢

の

変

動

に

よ

り

、

異

動

が

あ

っ

た

と

さ

れ

る

の

は

次

の

よ

う

な

場

合

と

な

っ

て

い

る

。

　

①

控

除

対

象

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

人

の

年

齢

が

�

歳

に

達

し

、

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

　

②

控

除

対

象

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

人

の

年

齢

が

�

歳

に

達

し

、

特

定

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

　

③

特

定

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

人

の

年

齢

が

�

歳

に

達

し

、

特

定

扶

養

親

族

に

該

当

し

な

い

控

除

対

象

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

　

④

年

少

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

人

の

年

齢

が

�

歳

に

達

し

、

控

除

対

象

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

　

⑤

国

外

居

住

親

族

に

つ

い

て

扶

養

控

除

の

適

用

を

受

け

て

い

る

場

合

で

、

そ

の

国

外

居

住

親

族

の

年

齢

の

変

動

に

よ

り

、

扶

養

控

除

の

適

用

要

件

で

あ

る

年

齢

等

の

区

分

が

変

わ

る

場

合　

異

動

が

あ

っ

た

さ

れ

る

場

合

は

、

簡

易

な

申

告

書

は

提

出

で

き

な

い

た

め

、

記

載

す

べ

き

事

項

を

全

て

記

載

し

た

申

告

書

の

提

出

が

必

要

と

な

る

。

　

国

税

庁

で

は

、

こ

の

異

動

が

な

い

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

チ

ェ

ッ

ク

リ

ス

ト

を

公

表

し

て

お

り

（

表

参

照

）

、

従

業

員

に

簡

易

な

申

告

書

の

提

出

を

案

内

す

る

場

合

は

、

こ

の

チ

ェ

ッ

ク

リ

ス

ト

を

活

用

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

簡

易

な

申

告

書

に

つ

い

て

は

、

従

た

る

給

与

に

つ

い

て

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

お

い

て

も

、

同

様

の

取

扱

い

と

な

る

。

　

農

業

の

生

産

性

の

向

上

の

た

め

の

ス

マ

ー

ト

農

業

技

術

の

活

用

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

ス

マ

ー

ト

農

業

技

術

活

用

促

進

法

）

が

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

、

同

日

か

ら

金

融

・

税

制

等

の

特

例

措

置

を

受

け

る

た

め

に

必

要

と

な

る

計

画

認

定

の

申

請

受

付

が

開

始

さ

れ

た

。

　

６

年

度

税

制

改

正

で

は

、

同

法

の

生

産

方

式

革

新

実

施

計

画

の

認

定

を

受

け

た

農

業

者

等

が

、

生

産

方

式

革

新

事

業

活

動

用

資

産

等

の

取

得

等

を

し

て

、

生

産

方

式

革

新

事

業

活

動

の

用

に

供

し

た

場

合

に

は

、

そ

の

取

得

価

額

の

�

％

（

建

物

等

は

�

％

）

の

特

別

償

却

が

で

き

る

措

置

等

が

講

じ

ら

れ

、

ま

た

、

同

法

の

開

発

供

給

実

施

計

画

の

認

定

を

受

け

た

者

が

、

そ

の

開

発

供

給

実

施

計

画

に

基

づ

き

行

う

登

記

に

つ

い

て

税

率

を

軽

減

す

る

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

生

産

方

式

革

新

実

施

計

画

の

認

定

を

受

け

た

農

業

者

等

が

導

入

す

る

機

械

装

置

は

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

（

Ｃ

類

型

・

デ

ジ

タ

ル

化

設

備

に

係

る

も

の

）

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

さ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



８月の税収

（単位：百万円）

税目

８月分

（前年比）

８月末累計

（前年比）

所

得

税

源泉分

１，０９８，５４７

（１４２．４％）

５，０４１，５４８

（６７．６％）

申告分

４１，２５７

（１２０．４％）

３０，１９６

（６．０％）

計

１，１３９，８０４

（１４１．５％）

５，０７１，７４４

（６３．７％）

法人税

６０７，４８５

　－―――

８１７，７１６

（１３４１．５％）

相続税

２７１，３５０

（１０１．０％）

７７４，８２３

（９１．９％）

消費税

３，１８２，５０２

（１０８．２％）

３，８００，９５３

（１２４．５％）

酒税

９７，５７６

（９２．６％）

３０８，１４７

（９８．４％）

その他

５１４，８５９

（１００．３％）

２，０４０，５９２

（１０２．１％）

一般会計

分　　計

５，８１３，５７６

（１２５．８％）

１２，８１３，９７５

（９０．１％）

　

国

土

交

通

省

は

、

証

拠

に

基

づ

く

政

策

立

案

（

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

）

の

観

点

か

ら

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

な

ど

の

主

要

な

住

宅

税

制

の

効

果

検

証

を

進

め

る

た

め

、

「

住

宅

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

有

識

者

会

議

」

を

設

置

し

、

９

月

�

日

に

初

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

れ

は

、

令

和

４

年

度

税

制

改

正

と

な

る

所

得

税

法

等

の

一

部

改

正

法

の

附

帯

決

議

や

６

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

に

お

い

て

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

に

つ

い

て

の

政

策

効

果

の

検

証

・

公

表

、

租

税

特

別

措

置

に

係

る

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

の

徹

底

等

が

求

め

ら

れ

て

い

る

た

め

。

今

後

の

住

宅

税

制

の

改

正

に

影

響

す

る

可

能

性

が

あ

り

、

有

識

者

会

議

で

は

、

７

年

夏

頃

に

中

間

取

り

ま

と

め

を

行

う

予

定

と

し

て

い

る

。

　

当

日

の

資

料

で

は

、

①

有

識

者

会

議

と

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

つ

い

て

、

②

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

及

び

新

築

住

宅

に

係

る

固

定

資

産

税

の

減

額

措

置

等

に

つ

い

て

の

「

制

度

概

要

、

経

緯

、

目

的

、

適

用

状

況

」

と

「

ロ

ジ

ッ

ク

モ

デ

ル

案

」

、

③

基

礎

デ

ー

タ

、

分

析

に

資

す

る

と

考

え

ら

れ

る

デ

ー

タ

、

効

果

検

証

の

方

法

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

と

は

、

①

政

策

目

的

を

明

確

化

さ

せ

、

②

そ

の

目

的

の

た

め

本

当

に

効

果

が

上

が

る

政

策

手

段

は

何

か

な

ど

、

政

策

手

段

と

目

的

の

論

理

的

な

つ

な

が

り

（

ロ

ジ

ッ

ク

）

を

明

確

に

し

、

③

こ

れ

に

即

し

て

デ

ー

タ

等

の

証

拠

（

エ

ビ

デ

ン

ス

）

を

可

能

な

限

り

求

め

、

政

策

の

基

本

的

な

枠

組

み

を

明

確

に

す

る

取

組

み

。

　

政

策

効

果

を

上

げ

る

こ

と

を

追

求

す

る

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

で

は

、

政

策

目

的

と

ロ

ジ

ッ

ク

の

明

確

化

（

ロ

ジ

ッ

ク

モ

デ

ル

）

と

並

行

し

て

、

デ

ー

タ

等

の

エ

ビ

デ

ン

ス

の

収

集

、

効

果

検

証

の

設

計

を

行

う

こ

と

が

重

要

と

し

て

い

る

。

　

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

の

ロ

ジ

ッ

ク

モ

デ

ル

案

で

は

、

例

え

ば

、

省

エ

ネ

性

能

等

に

つ

い

て

、

現

状

把

握

の

項

目

に

お

い

て

、

�

年

に

目

指

す

べ

き

住

宅

の

姿

と

し

て

、

新

築

住

宅

は

「

Ｚ

Ｅ

Ｈ

（

ゼ

ッ

チ

）

水

準

」

の

省

エ

ネ

性

能

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

目

指

す

と

さ

れ

て

い

る

た

め

、

目

標

達

成

に

向

け

、

早

期

の

適

合

率

向

上

を

図

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

７

年

４

月

か

ら

す

べ

て

の

新

築

住

宅

等

に

「

省

エ

ネ

基

準

」

の

適

合

が

義

務

付

け

ら

れ

る

が

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

で

は

、

そ

れ

に

先

行

す

る

形

で

、

新

築

住

宅

等

に

つ

い

て

省

エ

ネ

基

準

が

要

件

化

さ

れ

て

お

り

、

６

年

以

降

の

入

居

で

、

省

エ

ネ

基

準

に

適

合

し

て

い

な

け

れ

ば

、

原

則

、

控

除

自

体

が

受

け

ら

れ

な

く

な

っ

て

い

る

。

　

効

果

検

証

の

方

法

で

は

、

①

住

宅

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

を

行

う

に

当

た

っ

て

の

留

意

点

、

②

租

税

特

別

措

置

に

お

け

る

効

果

検

証

の

先

行

事

例

、

③

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

お

け

る

主

な

検

証

方

法

、

④

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

お

け

る

主

な

検

証

方

法

と

住

宅

税

制

の

分

析

へ

の

適

否

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

の

最

大

控

除

額

の

減

少

の

前

後

で

の

住

宅

取

得

確

率

の

変

化

に

よ

り

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

の

効

果

を

分

析

し

た

も

の

と

し

て

、

不

動

産

協

会

の

資

料

も

公

表

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

分

析

で

は

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

の

最

大

控

除

額

の

１

０

０

万

円

の

変

化

に

対

応

し

て

、

住

宅

需

要

が

�

％

～

�

％

程

度

変

動

す

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

有

識

者

会

議

に

は

、

オ

ブ

ザ

ー

バ

ー

と

し

て

、

住

宅

生

産

団

体

連

合

会

、

全

国

住

宅

産

業

協

会

、

全

国

宅

地

建

物

取

引

業

協

会

連

合

会

、

全

日

本

不

動

産

協

会

な

ど

の

業

界

団

体

も

参

加

し

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

の

「

税

理

士

情

報

検

索

サ

イ

ト

」

が

１

日

か

ら

新

シ

ス

テ

ム

に

移

行

し

た

。

同

サ

イ

ト

は

平

成

�

年

３

月

か

ら

、

税

理

士

・

税

理

士

法

人

の

情

報

公

開

を

目

的

に

運

用

し

て

い

る

も

の

だ

が

、

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

保

護

の

観

点

、

操

作

性

向

上

や

事

務

の

効

率

化

な

ど

を

踏

ま

え

、

こ

の

た

び

全

面

改

修

を

行

っ

た

。

　

ト

ッ

プ

画

面

は

、

入

口

と

な

る

「

税

理

士

を

探

す

」

「

公

開

情

報

を

変

更

す

る

」

と

い

う

こ

れ

ま

で

の

仕

様

を

踏

襲

し

て

い

る

が

、

新

た

に

「

税

理

士

会

支

部

会

員

一

覧

」

を

追

加

す

る

（

同

一

覧

の

公

開

は

７

年

４

月

の

予

定

）

。

　

「

税

理

士

を

探

す

」

の

検

索

メ

ニ

ュ

ー

は

「

地

域

か

ら

探

す

」

と

「

詳

細

か

ら

探

す

」

の

二

つ

に

な

っ

た

。

地

域

か

ら

探

す

場

合

は

、

地

図

か

ら

該

当

す

る

地

域

ま

た

は

都

道

府

県

名

を

選

択

す

る

こ

と

で

検

索

で

き

、

検

索

実

行

後

、

さ

ら

に

条

件

を

追

加

し

て

絞

り

込

む

こ

と

も

可

能

と

な

る

。

　

詳

細

か

ら

探

す

場

合

は

、

氏

名

や

地

域

、

依

頼

し

た

い

業

務

内

容

等

の

詳

細

を

選

択

し

て

検

索

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

そ

の

ほ

か

、

常

用

漢

字

以

外

の

漢

字

に

つ

い

て

常

用

漢

字

を

用

い

た

検

索

を

可

能

と

す

る

な

ど

、

操

作

性

の

向

上

を

図

っ

た

。

　

こ

の

た

び

の

改

修

に

よ

り

、

自

宅

兼

事

務

所

で

登

録

す

る

税

理

士

に

限

り

、

事

務

所

所

在

地

の

一

部

表

示

（

市

区

町

村

（

政

令

指

定

都

市

は

行

政

区

）

ま

で

の

表

示

）

を

本

人

が

任

意

で

選

択

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

っ

た

。

こ

れ

ま

で

は

、

自

宅

兼

事

務

所

で

あ

っ

て

も

、

区

別

す

る

こ

と

な

く

事

務

所

所

在

地

と

し

て

一

律

に

公

開

し

て

き

た

が

、

個

人

情

報

に

対

す

る

意

識

の

高

ま

り

を

踏

ま

え

、

自

宅

兼

事

務

所

で

登

録

し

て

い

る

税

理

士

に

限

り

認

め

る

こ

と

と

し

た

。

　

電

話

番

号

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ま

で

は

日

税

連

へ

の

申

し

出

に

基

づ

き

非

表

示

と

す

る

運

用

を

し

て

い

た

が

、

す

べ

て

の

税

理

士

を

対

象

に

表

示

・

非

表

示

を

任

意

に

選

択

す

る

こ

と

を

可

能

と

し

た

。

　

任

意

公

開

情

報

に

つ

い

て

は

、

対

応

可

能

な

外

国

語

や

ウ

ェ

ブ

面

談

対

応

の

可

否

な

ど

を

選

択

の

上

、

公

開

可

能

と

す

る

な

ど

し

て

い

る

。

　

な

お

、

公

開

情

報

の

変

更

に

際

し

て

は

、

現

行

シ

ス

テ

ム

同

様

、

税

理

士

用

電

子

証

明

書

が

必

要

と

な

る

。

　

財

務

省

は

１

日

、

８

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

前

年

同

月

比

�

・

８

％

増

の

５

兆

８

１

３

５

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

９

・

９

％

減

の

�

兆

８

１

３

９

億

円

だ

っ

た

。

予

算

額

�

兆

６

０

８

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

�

・

４

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

前

年

よ

り

大

幅

に

増

加

し

た

の

は

、

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

の

移

行

に

よ

り

前

年

度

に

発

生

し

た

法

人

税

と

源

泉

所

得

税

の

多

額

の

還

付

金

が

剥

落

し

た

た

め

（

令

和

５

年

�

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

源

泉

徴

収

分

は

、

親

子

間

配

当

の

源

泉

徴

収

の

取

り

止

め

の

制

度

変

更

の

影

響

で

の

還

付

が

減

り

、

同

�

・

４

％

増

の

１

兆

９

８

５

億

円

と

大

き

く

増

加

、

申

告

分

と

合

わ

せ

た

所

得

税

全

体

で

同

�

・

５

％

増

の

１

兆

１

３

９

８

億

円

だ

っ

た

。

　

法

人

税

は

、

６

月

期

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

�

月

期

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

連

結

納

税

制

度

か

ら

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

に

移

行

し

た

こ

と

が

影

響

し

た

こ

と

に

よ

る

還

付

が

増

加

し

た

こ

と

で

マ

イ

ナ

ス

だ

っ

た

が

、

こ

の

還

付

が

剥

落

し

た

た

め

増

加

に

転

じ

６

０

７

４

億

円

と

な

っ

た

。

　

消

費

税

は

、

国

内

分

が

増

加

し

、

同

８

・

２

％

増

の

３

兆

１

８

２

５

億

円

、

相

続

税

は

、

同

１

・

０

％

増

の

２

７

１

３

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



税務大学校公開講座の内容と講師

講座の内容 講師

子ども子育て生活支援税制改革と

今後の課題

税務大学校講師・明治

大学法科大学院教授

岩﨑政明

適正な申告を実現するための仕組

み～記帳義務や資料情報制度など

～

税務大学校講師・税理

士

松崎啓介

国際課税のご紹介～そのルール、

なぜ必要？～

税務大学校専門教育部

教授

望月勝正

労働市場の変容と賃上げ促進税制

～雇用の流動化、報酬形態の多様

化、賃上げ政策のインパクト～

税務大学校講師・中央

大学法科大学院教授

酒井克彦

マイナで簡単　確定申告

税務大学校総合教育部

教授

柴田忠久

税金今昔ものがたり～昭和の間接

税エピソード～

税務大学校研究部研究

調査員

菅沼明弘

　東京都をはじめ全国各自治体は、�月�

日からｅＬＴＡＸを利用して「軽油引取税」

の電子申告・電子納税ができるようになる

ことから、周知を図っている。

　電子申告は、ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェ

アの「ＰＣｄｅｓｋ Ｎｅｘｔ」を利用し

て行うことができ、申告後に「ＰＣｄｅｓ

ｋ」（ダウンロード版またはｗｅｂ版）を

利用することで電子納付ができる。どちら

も、パソコンのブラウザからアクセスし、

無料で利用できるＷｅｂシステムだ。

　電子申告の具体的な操作マニュアルは、

�月中に軽油引取税の電子化特設ページに

公開予定となっている。

　なお、ＰＣｄｅｓｋ Ｎｅｘｔを利用す

ることで、地方たばこ税（都道府県たばこ

税・市区町村たばこ税）、ゴルフ場利用税、

入湯税、宿泊税に係る申告等を行うことが

できる。また、これらの税目に係る手続き

に加えて、その他の税目についても、税目

共通様式を用いて更正の請求等の各種手続

きを行うことができる。

　

公

正

取

引

委

員

会

は

１

日

、

特

定

受

託

事

業

者

に

係

る

取

引

の

適

正

化

等

に

関

す

る

法

律

（

い

わ

ゆ

る

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

保

護

法

）

が

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

る

の

を

前

に

、

法

運

用

の

透

明

性

と

予

見

可

能

性

を

確

保

す

る

た

め

、

同

法

第

２

章

（

特

定

受

託

事

業

者

に

係

る

取

引

の

適

正

化

）

に

違

反

し

た

事

件

へ

の

公

取

委

の

対

応

を

策

定

し

た

。

違

反

事

件

を

迅

速

か

つ

適

切

に

処

理

す

る

と

の

方

針

が

打

ち

出

さ

れ

て

い

る

ほ

か

、

公

取

委

の

対

応

の

具

体

的

な

中

身

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

同

法

第

２

章

に

は

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

に

業

務

委

託

を

し

た

場

合

は

、

直

ち

に

取

引

の

条

件

を

書

面

ま

た

は

電

磁

的

方

法

に

よ

り

明

示

す

る

こ

と

や

一

定

の

業

務

委

託

事

業

者

は

発

注

し

た

給

付

を

受

領

し

た

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

以

内

の

で

き

る

だ

け

短

い

期

間

内

で

支

払

期

日

を

定

め

、

そ

の

日

ま

で

に

報

酬

を

支

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

に

１

か

月

以

上

の

業

務

委

託

を

し

て

い

る

一

定

の

業

務

委

託

事

業

者

に

課

さ

れ

る

七

つ

の

禁

止

行

為

な

ど

が

定

め

ら

れ

て

い

る

。

　

同

章

の

規

定

に

違

反

す

る

行

為

が

認

め

ら

れ

た

場

合

、

業

務

委

託

事

業

者

等

に

対

し

、

違

反

行

為

の

是

正

や

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

が

被

っ

た

不

利

益

の

原

状

回

復

措

置

を

講

じ

る

べ

き

こ

と

の

同

法

８

条

の

規

定

に

基

づ

く

勧

告

、

同

法

�

条

の

規

定

に

基

づ

く

指

導

等

を

行

う

が

、

策

定

し

た

対

応

で

は

、

そ

の

際

に

必

要

に

応

じ

、

業

務

委

託

事

業

者

等

に

対

し

て

、

①

経

営

責

任

者

を

中

心

と

す

る

遵

法

管

理

体

制

の

確

立

を

す

る

と

と

も

に

、

②

遵

法

マ

ニ

ュ

ア

ル

等

を

作

成

し

て

購

買

・

外

注

担

当

者

を

は

じ

め

と

す

る

社

内

に

周

知

徹

底

す

る

と

い

っ

た

再

発

防

止

措

置

等

の

必

要

な

措

置

を

採

る

こ

と

を

求

め

る

な

ど

、

効

果

的

に

対

応

す

る

と

し

た

。

　

同

法

で

は

、

勧

告

を

受

け

た

者

が

正

当

な

理

由

が

な

く

、

勧

告

に

係

る

措

置

を

採

ら

な

か

っ

た

と

き

は

、

勧

告

に

係

る

措

置

を

採

る

よ

う

、

同

９

条

１

項

の

規

定

に

基

づ

く

命

令

が

行

わ

れ

る

。

同

対

応

に

よ

る

と

、

勧

告

を

行

っ

た

場

合

に

国

民

へ

の

情

報

提

供

を

図

る

と

と

も

に

、

勧

告

の

対

象

で

あ

る

措

置

に

つ

い

て

の

事

業

者

の

予

見

可

能

性

を

高

め

る

こ

と

な

ど

を

目

的

に

、

事

業

者

名

、

違

反

事

実

の

概

要

、

勧

告

の

概

要

等

を

公

表

す

る

。

さ

ら

に

、

命

令

を

行

っ

た

場

合

は

事

業

者

名

、

違

反

事

実

の

概

要

、

命

令

の

概

要

等

を

公

表

す

る

と

し

た

。

　

な

お

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

か

ら

同

章

に

違

反

す

る

事

実

の

申

出

等

が

あ

っ

た

場

合

、

そ

の

情

報

を

厳

格

に

管

理

し

、

秘

密

保

持

の

徹

底

に

努

め

る

こ

と

な

ど

も

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

　

税

務

大

学

校

の

公

開

講

座

が

�

月

８

日

か

ら

�

日

ま

で

、

事

前

申

込

み

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

配

信

に

よ

り

実

施

さ

れ

る

。

受

講

料

は

無

料

で

、

１

講

座

当

た

り

の

時

間

は

約

�

～

�

分

程

度

。

　

税

大

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

申

込

画

面

で

必

要

事

項

を

入

力

し

て

受

講

す

る

。

期

間

中

は

い

つ

で

も

受

講

可

能

。

詳

し

く

は

税

大

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

な

ど

で

。

　

今

回

は

左

表

の

６

講

座

を

予

定

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

５

年

分

民

間

給

与

実

態

統

計

調

査

結

果

を

公

表

し

た

。

　

１

年

を

通

じ

て

勤

務

し

た

給

与

所

得

者

の

平

均

給

与

は

、

前

年

比

０

・

４

％

増

、

１

万

９

０

０

０

円

増

加

の

４

５

９

万

５

０

０

０

円

と

微

増

し

、

３

年

連

続

の

増

加

と

な

っ

た

。

新

た

な

復

元

推

計

手

法

（

５

年

�

月

�

日

号

２

面

参

照

）

に

基

づ

い

て

計

算

し

た

平

成

�

年

分

以

降

、

最

高

額

と

な

っ

て

い

る

。

　

平

均

給

与

を

男

女

別

で

み

る

と

、

男

性

は

同

０

・

９

％

増

、

５

万

２

０

０

０

円

増

加

の

５

６

８

万

５

０

０

０

円

、

女

性

は

同

０

・

７

％

増

、

２

万

１

０

０

０

円

増

加

の

３

１

５

万

８

０

０

０

円

と

い

ず

れ

も

増

加

し

た

。

ま

た

、

平

均

給

与

を

正

社

員

、

正

社

員

以

外

で

み

る

と

、

正

社

員

が

同

１

・

３

％

増

、

７

万

円

増

加

の

５

３

０

万

３

０

０

０

円

、

正

社

員

以

外

が

同

０

・

７

％

増

、

１

万

４

０

０

０

円

増

加

の

２

０

１

万

９

０

０

０

円

だ

っ

た

。

男

女

別

で

は

、

正

社

員

の

男

性

は

同

１

・

７

％

増

の

５

９

３

万

６

０

０

０

円

、

女

性

は

同

１

・

４

％

増

の

４

１

２

万

８

０

０

０

円

。

正

社

員

以

外

は

男

性

が

同

０

・

７

％

減

の

２

６

８

万

５

０

０

０

円

、

女

性

が

同

１

・

７

％

増

の

１

６

９

万

１

０

０

０

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

業

種

別

に

み

る

と

、

平

均

給

与

が

最

も

高

い

の

は

「

電

気

・

ガ

ス

・

熱

供

給

・

水

道

業

」

で

同

３

・

７

％

増

の

７

７

５

万

円

、

次

い

で

「

金

融

業

、

保

険

業

」

が

同

０

・

６

％

減

の

６

５

２

万

円

、

「

情

報

通

信

業

」

が

同

２

・

７

％

増

の

６

４

９

万

円

だ

っ

た

。

他

方

、

最

も

低

い

の

は

「

宿

泊

業

、

飲

食

サ

ー

ビ

ス

業

」

で

同

１

・

５

％

減

の

２

６

４

万

円

だ

っ

た

。

　

な

お

、

１

月

１

日

に

発

生

し

た

能

登

半

島

地

震

に

よ

り

、

石

川

県

及

び

富

山

県

に

連

絡

先

の

あ

る

標

本

事

業

所

に

つ

い

て

は

、

調

査

票

の

送

付

を

取

り

止

め

、

送

付

を

取

り

止

め

た

標

本

事

業

者

に

つ

い

て

は

調

査

対

象

か

ら

除

外

せ

ず

、

欠

測

値

扱

い

と

し

て

処

理

し

た

。

両

県

の

標

本

事

業

所

は

全

体

の

１

％

強

で

あ

る

た

め

、

同

庁

は

調

査

結

果

に

影

響

は

な

い

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

現

行

の

国

税

通

則

法

の

下

で

は

、

税

務

調

査

の

終

了

後

、

税

務

署

長

等

は

、

更

正

決

定

等

を

す

べ

き

と

認

め

ら

れ

な

い

場

合

に

は

、

納

税

者

に

対

し

て

、

申

告

是

認

通

知

書

を

発

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

反

対

に

、

更

正

決

定

等

を

す

べ

き

と

認

め

る

場

合

に

は

、

「

当

該

職

員

は

、

当

該

納

税

義

務

者

に

対

し

、

そ

の

調

査

結

果

の

内

容

（

更

正

決

定

等

を

す

べ

き

と

認

め

た

額

及

び

そ

の

理

由

を

含

む

。

）

を

説

明

す

る

」

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

こ

の

調

査

結

果

の

説

明

に

当

た

り

、

「

当

該

職

員

は

、

当

該

納

税

義

務

者

に

対

し

修

正

申

告

又

は

期

限

後

申

告

を

勧

奨

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

」

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

場

合

、

当

該

納

税

義

務

者

は

、

調

査

結

果

の

内

容

に

納

得

で

き

れ

ば

、

修

正

申

告

等

を

済

ま

せ

れ

ば

調

査

は

終

了

す

る

。

　

問

題

は

、

そ

の

調

査

結

果

の

内

容

に

納

得

で

き

な

い

場

合

（

不

服

が

あ

る

場

合

）

に

ど

う

対

処

す

る

か

で

あ

る

。

法

が

予

定

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

は

、

当

該

納

税

義

務

者

は

、

修

正

申

告

等

を

せ

ず

、

更

正

決

定

等

を

受

け

て

、

そ

の

更

正

決

定

等

の

取

消

し

を

求

め

て

、

不

服

申

立

て

、

取

消

訴

訟

を

提

起

す

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

の

場

合

に

は

、

市

場

金

利

よ

り

相

当

高

い

延

滞

税

等

の

負

担

が

生

じ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

勝

訴

す

れ

ば

、

延

滞

税

等

の

負

担

も

解

消

す

る

が

、

そ

の

勝

訴

の

確

率

は

極

め

て

低

い

（

不

服

申

立

て

、

訴

訟

を

通

し

て

勝

訴

率

は

�

％

程

度

で

あ

る

）

。

　

そ

の

た

め

、

最

近

で

は

、

当

該

職

員

の

調

査

結

果

の

内

容

に

不

満

が

あ

っ

て

も

、

一

旦

、

修

正

申

告

等

に

応

じ

、

納

税

も

済

ま

し

た

上

で

、

当

該

修

正

申

告

等

が

誤

り

で

あ

っ

た

と

し

て

、

更

正

の

請

求

を

行

い

、

税

務

署

長

か

ら

「

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

」

を

受

け

た

ら

、

当

該

通

知

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

争

訟

方

法

が

増

え

て

い

る

（

特

に

、

平

成

�

年

の

国

税

通

則

法

の

改

正

に

よ

っ

て

、

更

正

の

請

求

の

期

限

が

法

定

申

告

期

限

か

ら

５

年

（

従

前

は

１

年

）

に

延

び

た

こ

と

も

影

響

し

て

い

る

）

。

　

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

方

法

は

、

思

わ

ぬ

落

と

し

穴

も

あ

る

。

そ

れ

は

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

の

取

消

訴

訟

を

争

う

場

合

の

立

証

責

任

の

問

題

で

あ

る

。

立

証

責

任

と

は

、

訴

訟

上

一

定

の

事

実

の

存

否

が

確

定

さ

れ

な

い

結

果

、

不

利

な

法

律

判

断

を

受

け

る

よ

う

に

定

め

ら

れ

て

い

る

と

い

う

当

事

者

の

一

方

が

負

う

危

険

又

は

不

利

益

を

い

う

。

要

す

る

に

、

立

証

責

任

を

負

う

こ

と

は

、

訴

訟

上

ハ

ン

デ

ィ

を

負

う

こ

と

に

な

る

。

税

務

訴

訟

に

お

け

る

立

証

責

任

は

、

元

々

、

課

税

処

分

を

し

た

国

（

税

務

署

長

）

に

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

（

最

高

裁

昭

和

�

年

３

月

３

日

判

決

等

）

が

、

そ

の

例

外

が

あ

り

、

「

原

則

課

税

・

例

外

非

課

税

」

と

い

う

よ

う

な

場

合

に

は

、

そ

の

非

課

税

を

主

張

す

る

納

税

者

に

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

推

計

課

税

の

課

税

処

分

の

取

消

訴

訟

に

お

い

て

、

納

税

者

が

特

別

経

費

の

存

在

を

主

張

す

る

場

合

に

は

、

当

該

納

税

者

が

立

証

責

任

を

負

う

と

解

さ

れ

て

お

り

、

各

種

加

算

税

の

賦

課

決

定

に

関

し

、

当

該

賦

課

決

定

を

免

れ

る

「

正

当

な

理

由

」

の

主

張

に

つ

い

て

も

、

納

税

者

側

に

立

証

責

任

が

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

本

件

の

よ

う

に

、

申

告

納

税

制

度

の

下

で

、

納

税

者

が

一

旦

申

告

書

に

記

載

し

た

事

実

に

反

す

る

主

張

に

つ

い

て

は

、

最

高

裁

昭

和

�

年

２

月

７

日

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

い

る

。

　

「

申

告

納

税

の

所

得

税

に

あ

っ

て

は

、

納

税

義

務

者

に

お

い

て

一

旦

申

告

書

を

提

出

し

た

以

上

、

そ

の

申

告

書

に

記

載

さ

れ

た

所

得

金

額

が

事

実

の

所

得

金

額

に

反

す

る

も

の

で

あ

る

と

の

主

張

・

立

証

が

な

い

限

り

、

そ

の

確

定

申

告

に

よ

る

所

得

金

額

を

も

っ

て

正

当

の

も

の

と

認

め

る

の

が

相

当

で

あ

る

」

　

最

近

の

裁

判

例

で

も

、

東

京

地

裁

令

和

５

年

５

月

�

日

判

決

の

事

案

で

は

、

税

務

調

査

の

段

階

で

、

会

社

が

交

際

費

等

と

し

て

支

出

し

た

金

員

に

つ

き

、

社

長

の

個

人

的

な

飲

食

等

に

費

消

さ

れ

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

当

該

金

員

を

社

長

に

対

す

る

貸

付

金

と

し

て

修

正

申

告

を

す

る

よ

う

指

導

を

受

け

、

そ

の

旨

修

正

申

告

を

し

た

後

に

、

当

該

修

正

申

告

が

誤

り

だ

っ

た

と

す

る

更

正

の

請

求

を

行

い

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

の

適

否

が

争

わ

れ

た

が

、

右

判

決

は

、

当

該

修

正

申

告

の

内

容

が

誤

り

だ

と

す

る

こ

と

に

つ

き

、

原

告

に

立

証

責

任

が

あ

る

と

し

て

、

納

税

者

に

不

利

な

判

断

を

下

し

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

税

務

調

査

に

お

い

て

非

違

事

項

が

指

摘

さ

れ

、

修

正

申

告

等

を

勧

奨

さ

れ

た

場

合

に

は

、

当

該

非

違

事

項

に

納

得

で

き

な

い

と

き

に

は

、

今

後

の

訴

訟

の

こ

と

も

考

慮

し

た

上

で

慎

重

な

判

断

が

求

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

法人数・申告件数・調査件数等の比較

区分

項目

令和３年 令和４年

件数等 件数等 前年比

法人数

千法人

３，２８３

千法人

３，３４１

１０１．８％

申告件数

千件

３，０６５

千件

３，１２８

１０２．０％

申告割合 ９１．９％ ９１．８％ ―

調査件数

千件

�

千件

�

１５２．３％

調査割合 １．３４％ １．９８％ ―

追徴税額

億円

２，３０７

億円

３，２２５

１３９．８％

１件当たり

追徴税額

千円

５，７０１

千円

５，２４１

９１．９％

※令和５年�月国税庁資料より抜粋

　いしもと・つとむ　東京

国税局において、調査第一

部特官室情報技術専門官

（ⅠＴ調査担当）、同調査開

発課情報技術専門官（電子

帳簿担当）、同調査開発課総括主査、同

広域情報管理課課長補佐、同特別国税調

査官（超大規模法人調査担当）、調査第

二部統括国税調査官などを歴任し、調査

部での調査経験は�年に及ぶ大法人調査

のスペシャリストとして活躍。令和４年

７月川崎西税務署長を最後に退官。同年

８月税理士登録、新宿区にて石本力税理

士事務所を開設。

　この連載では、法人税調査を企業の健

康診断であると前向きに捉えることがで

きるように、基礎知識的な項目を中心に

わかりやすく解説していこうと思います。

　第１回目は、法人税の申告事績や調査

事績から法人税調査の現状をみてみまし

ょう。

　最新のデータは、国税庁が令和５年�

月に発表したもので、４年分と３年分を

比較したものです。新型コロナ禍であっ

た３年分と、ほぼ終息した４年分の比較

なので、おおかた通常期に戻った状態を

確認できると思います。申告件数や申告

割合は、ほとんど同じです。調査件数は、

通常期に戻ったことで４年分は前年比１５２

％となり、６万２０００件となりました。調査割

合ですが、申告件数に対して約２％です。

１００社に対して２社しか調査できていな

いということになります。一方、大企業に

対する調査は、連年・隔年など周期の差

はあっても循環的に実施されています。

見方を変えれば、申告税額全体に対する

調査割合はかなり高いともいえます。

　いずれにしても、一般的な企業が調査

を受ける割合は、もっと少なくなります。

調査を経験する機会も少なくなりますの

で、事前に法人税調査の知識を得ること

も難しいといえます。

　調査の現状について、もう１点、追徴

税額と１件当たりの追徴税額についてで

すが、４年分は、総額では前年比約１４０

％と増加しています。一方で、１件当た

りの金額はやや低下しています。これは、

コロナ禍で調査必要度の高い法人や問題

のある法人を、いかに効率よく選定して

いたかが伺えるものとなっています。国

税当局の調査選定におけるデータ分析能

力の高さを物語っているといえます。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

親

族

法

・

相

続

法

に

関

す

る

重

要

な

要

素

を

、

そ

の

制

度

の

仕

組

み

か

ら

具

体

的

な

手

続

ま

で

を

図

解

化

・

チ

ャ

ー

ト

化

し

て

平

易

に

解

説

。

　

法

律

に

な

じ

み

の

な

い

方

が

、

身

近

な

法

律

問

題

に

直

面

し

た

と

き

、

民

法

の

基

礎

的

知

識

を

習

得

し

た

い

時

な

ど

に

非

常

に

便

利

な

１

冊

。

　

学

生

な

ど

初

学

者

で

も

、

民

法

の

親

族

法

・

相

続

法

の

基

礎

的

知

識

を

幅

広

く

習

得

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

構

成

で

、

各

家

庭

に

１

冊

必

備

の

書

。

　

相

続

税

法

の

理

解

の

前

提

に

は

、

民

法

の

親

族

法

・

相

続

法

に

関

す

る

知

識

が

不

可

欠

で

あ

り

、

税

理

士

を

は

じ

め

各

種

士

業

の

方

な

ど

に

も

親

族

法

・

相

続

法

理

解

と

そ

の

整

理

に

最

適

。

　

近

年

、

注

目

を

集

め

る

事

業

承

継

制

度

に

関

し

て

も

、

遺

留

分

に

関

す

る

民

法

の

特

例

に

つ

い

て

、

民

法

と

経

営

承

継

円

滑

化

法

と

の

関

係

を

比

較

・

整

理

し

て

簡

潔

・

明

瞭

に

解

説

し

、

最

新

の

各

種

様

式

や

記

載

例

も

随

所

に

織

り

込

み

、

実

務

面

で

の

利

用

に

も

最

適

。

　

最

新

の

裁

判

例

等

を

踏

ま

え

て

改

訂

。

　

Ｂ

５

判

、

５

７

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

５

２

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

財

産

債

務

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

等

の

特

例

に

よ

る

加

算

税

の

対

象

と

な

る

「

重

要

な

も

の

の

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

」

に

該

当

す

る

か

否

か

の

判

断

は

財

産

債

務

調

書

の

記

載

自

体

か

ら

行

う

べ

き

な

ど

と

判

断

し

た

事

例

。

　

請

求

人

が

、

令

和

３

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

申

告

漏

れ

が

あ

っ

た

と

し

て

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

修

正

申

告

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

に

つ

い

て

、

財

産

債

務

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

の

特

例

に

よ

る

加

重

措

置

を

適

用

し

た

賦

課

決

定

処

分

等

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

過

少

申

告

加

算

税

に

つ

い

て

は

、

同

特

例

に

よ

る

軽

減

措

置

を

適

用

す

べ

き

で

あ

る

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

６

年

２

月

７

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

２

年

�

月

�

日

現

在

、

Ａ

証

券

に

開

設

さ

れ

た

一

般

口

座

に

、

Ｘ

株

式

を

保

有

し

て

い

た

。

そ

し

て

、

請

求

人

は

３

年

８

月

�

日

、

Ｘ

株

式

を

全

て

譲

渡

し

た

。

　

請

求

人

は

２

年

�

月

�

日

現

在

、

Ｂ

証

券

に

開

設

さ

れ

た

一

般

口

座

に

、

Ｙ

債

権

を

保

有

し

て

い

た

。

そ

し

て

、

請

求

人

は

３

年

９

月

�

日

、

Ｙ

債

券

を

全

て

譲

渡

し

た

。

　

請

求

人

は

、

２

年

分

の

総

所

得

金

額

お

よ

び

山

林

所

得

金

額

の

合

計

額

が

、

「

内

国

税

の

適

正

な

課

税

の

確

保

を

図

る

た

め

の

国

外

送

金

等

に

係

る

調

書

の

提

出

等

に

関

す

る

法

律

（

国

送

法

）

」

の

規

定

に

よ

り

、

２

年

�

月

�

日

分

の

財

産

債

務

調

書

を

税

務

署

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

者

で

あ

っ

た

。

　

請

求

人

は

２

年

�

月

�

日

分

の

財

産

債

務

調

書

に

つ

い

て

、

災

害

等

に

よ

る

期

限

の

延

長

等

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

限

内

で

あ

る

同

年

４

月

�

日

に

原

処

分

庁

へ

提

出

し

た

（

本

件

財

産

債

務

調

書

）

。

　

請

求

人

は

３

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

確

定

申

告

書

を

延

長

さ

れ

た

期

限

内

で

あ

る

４

年

４

月

�

日

に

申

告

し

た

。

　

請

求

人

は

４

年

９

月

�

日

、

３

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

申

告

が

漏

れ

て

い

た

と

し

て

、

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

（

本

件

修

正

申

告

書

）

。

　

原

処

分

庁

は

４

年

�

月

�

日

付

で

、

３

年

分

の

所

得

税

等

の

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

本

件

賦

課

決

定

処

分

に

お

い

て

、

本

件

財

産

債

務

調

書

に

は

、

本

件

修

正

申

告

の

基

因

と

な

っ

た

Ｘ

株

式

お

よ

び

Ｙ

債

券

の

記

載

が

な

か

っ

た

と

し

て

、

加

重

措

置

を

適

用

し

た

金

額

と

さ

れ

た

。

　

争

点

は

、

本

件

過

少

申

告

加

算

税

の

計

算

に

お

い

て

、

加

重

措

置

ま

た

は

軽

減

措

置

が

適

用

さ

れ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

修

正

申

告

の

基

因

と

な

っ

た

有

価

証

券

に

つ

い

て

、

①

請

求

人

が

提

出

し

た

財

産

債

務

調

書

に

有

価

証

券

の

銘

柄

の

記

載

は

な

い

も

の

の

、

種

類

別

、

用

途

別

、

所

在

別

に

記

載

さ

れ

、

財

産

の

価

額

も

一

括

で

記

載

さ

れ

て

い

る

こ

と

、

②

本

件

財

産

債

務

調

書

に

一

括

で

記

載

さ

れ

て

い

る

価

額

と

証

券

会

社

が

発

行

し

た

残

高

報

告

書

に

記

載

さ

れ

て

い

る

残

高

が

一

致

す

る

た

め

有

価

証

券

を

容

易

に

特

定

で

き

る

こ

と

、

③

《

財

産

債

務

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

又

は

無

申

告

加

算

税

の

特

例

》

に

規

定

す

る

重

要

な

も

の

の

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

該

当

す

る

か

否

か

は

、

調

査

の

際

に

、

銘

柄

ご

と

の

区

分

が

で

き

、

残

高

が

一

致

す

る

こ

と

が

確

認

で

き

れ

ば

い

い

こ

と

な

ど

か

ら

、

修

正

申

告

に

よ

る

過

少

申

告

加

算

税

の

計

算

に

お

い

て

加

重

措

置

は

適

用

さ

れ

ず

、

む

し

ろ

軽

減

措

置

が

適

用

さ

れ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

財

産

債

務

調

書

の

提

出

制

度

は

、

所

得

税

等

の

申

告

の

適

正

性

を

確

保

す

る

た

め

、

納

税

者

の

保

有

す

る

財

産

お

よ

び

債

務

に

関

す

る

情

報

に

つ

き

納

税

者

本

人

か

ら

提

出

を

求

め

る

制

度

で

あ

り

、

財

産

債

務

調

書

の

提

出

お

よ

び

適

正

な

記

載

を

確

保

す

る

た

め

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

と

し

て

、

加

算

税

の

軽

減

措

置

お

よ

び

加

重

措

置

が

設

け

ら

れ

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

財

産

債

務

調

書

の

提

出

制

度

の

趣

旨

か

ら

、

国

送

法

に

お

い

て

、

財

産

債

務

調

書

に

は

「

財

産

の

種

類

、

数

量

及

び

価

額

並

び

に

債

務

の

金

額

そ

の

他

必

要

な

事

項

」

を

記

載

す

る

こ

と

が

規

定

さ

れ

、

国

送

法

施

行

規

則

に

お

い

て

、

有

価

証

券

に

つ

い

て

は

、

種

類

別

、

用

途

別

お

よ

び

所

在

別

の

数

量

お

よ

び

価

額

並

び

に

取

得

価

額

を

記

載

す

る

こ

と

が

規

定

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

照

ら

す

と

、

国

送

法

に

規

定

す

る

「

重

要

な

も

の

の

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

」

と

は

、

国

送

法

施

行

規

則

に

規

定

す

る

「

財

産

の

種

類

、

数

量

、

価

額

及

び

所

在

並

び

に

債

務

の

金

額

そ

の

他

必

要

な

事

項

」

と

い

っ

た

記

載

す

べ

き

事

項

に

つ

い

て

誤

り

が

あ

り

、

ま

た

は

記

載

す

べ

き

事

項

の

一

部

が

記

載

漏

れ

と

な

り

、

修

正

申

告

等

の

基

因

と

な

る

財

産

ま

た

は

債

務

の

特

定

が

困

難

で

あ

る

場

合

を

い

う

も

の

と

解

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

加

算

税

の

軽

減

措

置

お

よ

び

加

重

措

置

が

財

産

債

務

調

書

の

提

出

お

よ

び

適

正

な

記

載

を

確

保

す

る

た

め

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

と

し

て

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

鑑

み

る

と

、

加

算

税

の

軽

減

措

置

お

よ

び

加

重

措

置

の

適

用

の

可

否

の

判

断

は

、

財

産

債

務

調

書

の

記

載

内

容

自

体

か

ら

行

う

べ

き

で

あ

る

。

　

本

件

財

産

債

務

調

書

に

は

、

「

財

産

債

務

の

区

分

」

欄

に

「

有

価

証

券

（

上

場

株

式

）

」

、

「

種

類

」

欄

に

「

国

内

株

式

等

」

、

「

用

途

」

欄

に

「

一

般

用

」

な

ど

と

記

載

さ

れ

て

い

る

も

の

の

、

Ｘ

株

式

お

よ

び

Ｙ

債

券

の

各

銘

柄

お

よ

び

各

数

量

の

記

載

が

な

く

、

本

件

財

産

債

務

調

書

に

お

け

る

記

載

か

ら

、

請

求

人

の

保

有

す

る

Ｘ

株

式

お

よ

び

Ｙ

債

券

を

特

定

す

る

こ

と

は

困

難

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

財

産

債

務

調

書

の

記

載

内

容

は

、

国

送

法

に

規

定

す

る

「

重

要

な

も

の

の

記

載

が

不

十

分

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

」

に

該

当

す

る

と

い

う

べ

き

で

、

過

少

申

告

加

算

税

の

計

算

に

お

い

て

加

重

措

置

が

適

用

さ

れ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　ふるさと納税を活用して、自治体が学生を支援する動きの一つ

として、「給付型奨学金事業」がある。これまで、在学中で生活

苦になっている学生への支援（現金支給、授業料減免、給付型奨

学金、寮費支援）などの動きが各地でいくつかあったが、岩手県

陸前高田市でも、返済不要の給付型奨学金制度について、６年度

から本格的な運用を開始し、地元出身学生の将来の選択肢を広げ

る支援をすることとしている。

　具体的には、同市出身の大学生や専門学校生等を対象に、１人

当たり総額１６４万円を給付するなどして、学生の夢や目標達成の

ための後押しをする。

　同市は、東日本大震災の被災自治体であり、小さい頃から大変

な思いをして育った世代もいる。同市ではそのような世代をはじ

め、若者に対して、同市に生まれてよかった、これからもここで

暮らしていきたいと思ってもらえるよう、「給付型奨学金制度」

を新設し、学生や家族の負担を減らし、将来の選択肢を広げる支

援を行うことを決め、今年８月から寄附の募集を開始している。

　奨学金支給の対象となるのは、同市出身の大学生や専門学校生

など。入学時に�万円の一時金を交付し、年３回（５月、９月、

１月）にそれぞれ�万円ずつ支給する。

　給付期間は正規の就学期間（短大は２年、大学は４年、または

６年など）とし、４年制大学の学生の場合なら、入学一時金と奨

学金を合算すると、４年間で計１６４万円を給付することになる。

　奨学金には大きく分けて、将来返済が必要な「貸付型奨学金」

と、返済不要の「給付型奨学金」の２種類があるが、「貸付型奨

学金」の場合、卒業後、長期間にわたって返済が必要となること

から、結婚や子育てなどの生活設計にも大きく影響が出てしまう

可能性がある。一方、同市が推進している「給付型奨学金」の場

合、奨学金の返済が不要となることから、在学時・卒業後ともに

学生の返済負担は無く、「学生の皆さんの夢や目標を後押しし、

将来の選択肢を広げる支援」が実現できる制度であるとして、こ

の取組みを始めた。

　�月上旬から�月中旬までの約１カ月間で、給付型奨学金の申

請を受け付ける。来年１月には審査、２月には結果通知、３月に

は奨学金の給付を開始するというのが今後のスケジュール。

　同市の佐々木拓市長は、「６年度から『給付型奨学金制度』の

運用を開始しております。給付型奨学金は返済不要の奨学金であ

り、経済的な事情でご自身の夢を諦めることなく、卒業後も結婚

や子育て、住宅購入などのライフプランに影響を与えることのな

いよう、支援を行う制度」などとＰＲ、同市では「皆様からのご

理解・ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます」としている。

　

時

を

経

て

も

、

色

あ

せ

な

い

文

献

が

あ

る

。

鍵

を

握

る

の

は

、

抽

象

度

の

高

さ

と

問

題

設

定

の

具

体

性

に

あ

る

と

思

う

。

　

抽

象

と

具

体

は

相

反

す

る

概

念

と

一

般

に

は

捉

え

ら

れ

て

い

る

。

抽

象

度

が

高

い

と

、

時

代

を

超

え

、

応

用

可

能

性

が

高

ま

る

。

当

時

な

か

っ

た

事

例

に

対

し

て

も

、

抽

象

度

の

高

さ

ゆ

え

に

、

応

用

し

て

考

え

る

こ

と

が

可

能

に

な

る

。

　

一

方

で

、

問

題

設

定

に

そ

れ

な

り

の

具

体

性

が

な

い

と

、

何

の

議

論

か

が

不

明

瞭

に

な

る

か

ら

、

問

題

設

定

の

具

体

性

は

ど

う

し

て

も

必

要

に

な

る

。

た

と

え

ば

、

所

得

と

は

何

か

の

抽

象

性

も

、

問

題

に

な

る

場

面

を

示

す

と

、

議

論

の

対

象

が

明

確

に

な

り

、

文

献

価

値

が

高

ま

る

だ

ろ

う

。

　

そ

の

絶

妙

な

バ

ラ

ン

ス

で

執

筆

さ

れ

て

い

る

の

が

、

本

書

で

あ

る

。

刊

行

は

、

１

９

６

７

（

昭

和

�

）

年

。

わ

ず

か

１

１

７

頁

の

論

文

だ

。

司

法

研

修

所

に

よ

る

司

法

し

ゅ

う

研

究

報

告

書

と

し

て

公

表

さ

れ

（

第

�

輯

第

１

号

）

、

す

で

に

絶

版

。

中

古

で

購

入

し

た

緑

色

が

変

色

し

た

カ

ピ

カ

ピ

の

１

冊

が

、

わ

た

し

の

手

元

に

あ

る

。

　

表

紙

を

繰

る

と

、

著

者

は

、

昭

和

�

年

度

司

法

研

究

員

の

渡

辺

伸

平

（

当

時

の

肩

書

は

福

岡

家

庭

裁

判

所

行

橋

支

部

判

事

）

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

　

奥

付

も

な

く

、

刊

行

年

の

特

定

も

い

っ

け

ん

難

し

い

の

だ

が

、

昭

和

�

年

度

の

司

法

研

究

員

が

著

し

た

こ

と

、

は

し

が

き

は

昭

和

�

年

３

月

に

書

か

れ

た

こ

と

、

表

紙

に

は

小

さ

な

文

字

で

「

（

昭

和

�

年

３

月

）

」

と

の

記

載

が

あ

る

こ

と

、

裏

表

紙

の

左

下

に

は

「

実

費

１

１

０

円

」

と

い

う

定

価

表

示

の

下

に

、

極

め

て

小

さ

な

文

字

で

「

４

２

．

６

．

１

０

」

と

い

う

記

載

も

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

　

こ

れ

で

昭

和

�

（

１

９

６

７

）

年

の

刊

行

と

一

応

特

定

で

き

た

が

、

こ

こ

は

古

い

書

物

ゆ

え

に

わ

か

り

に

く

い

。

　

本

書

が

色

あ

せ

な

い

価

値

を

も

つ

の

は

、

「

第

１

章

　

実

質

主

義

」

だ

と

思

う

。

税

法

の

実

質

主

義

は

、

一

般

に

、

予

備

知

識

が

な

い

と

理

解

し

に

く

い

、

あ

る

べ

き

論

の

議

論

が

さ

れ

て

い

る

。

論

稿

の

「

実

質

と

形

式

」

（

第

１

章

三

（

二

）

）

は

、

こ

れ

を

明

快

に

ま

と

め

て

い

る

。

　

論

文

で

よ

く

引

用

を

み

か

け

る

の

は

、

「

無

効

ま

た

は

取

消

し

得

べ

き

法

律

行

為

も

し

く

は

不

法

原

因

に

基

づ

く

利

得

と

税

法

上

の

所

得

」

で

あ

る

（

第

１

章

五

）

。

　

所

得

は

あ

ら

た

な

経

済

的

価

値

の

流

入

で

あ

り

、

経

済

的

な

概

念

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

法

律

的

に

み

て

、

個

人

が

得

た

「

所

得

」

の

原

因

に

「

違

法

」

が

あ

っ

て

も

、

返

還

し

な

い

限

り

は

所

得

を

構

成

し

、

所

得

税

の

課

税

対

象

に

な

る

。

　

で

は

、

そ

の

所

得

を

得

た

原

因

行

為

に

法

律

上

の

「

無

効

」

や

「

取

消

し

」

の

事

由

が

あ

っ

た

場

合

は

、

ど

う

な

る

の

か

。

　

い

ま

と

比

べ

判

例

の

少

な

か

っ

た

昭

和

時

代

に

、

本

書

は

、

的

確

な

基

本

議

論

を

整

理

し

て

い

る

。

実

務

家

時

代

は

訴

訟

で

取

り

組

む

機

会

に

乏

し

か

っ

た

問

題

な

の

だ

が

、

大

学

で

税

法

を

教

え

る

よ

う

に

な

り

、

納

得

の

い

く

整

理

を

し

て

お

き

た

い

と

考

え

る

機

会

が

、

何

度

か

訪

れ

た

。

　

そ

れ

を

自

分

に

な

り

に

ま

と

め

た

論

文

が

、

「

経

済

的

成

果

を

め

ぐ

る

税

法

解

釈

の

あ

り

方

」

（

青

山

法

学

論

集

�

巻

４

号

２

４

５

頁

）

で

あ

る

。

そ

の

と

き

本

書

も

参

照

し

た

。

�

年

近

い

時

を

経

て

も

ひ

か

り

輝

く

、

小

冊

子

的

な

論

文

で

あ

る

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　福岡国税局は９月�日、福岡市博多区の同

局鑑定官室で「令和６年酒類鑑評会」の品質

評価の様子を公開した＝写真。

　公開されたのは「吟醸酒の部」の最終（二

次）評価で、

同局鑑定官室

の鑑定官のほ

か、管内の公

設試験機関の

職員や清酒製

造場の技術者

など、酒の製

造技術に関す

る知識と品質評価に十分な経験と能力を有す

る�人の評価員で行われた。

　評価員らは一次評価（出品数�点）を通過

した�点の吟醸酒について、色や透明感、口

に含んだ際の味と香りのバランスなどを確認

しながら真剣な表情で審査した。

　伊藤伸一鑑定官室長は「審査結果は出品者

にフィードバックされる。今後の酒造りに活

かしてほしい」と話した。

　審査結果は「純米酒部門」「本格焼酎部門」

とあわせて、今月�日に同局にて発表される。

　

東

海

税

務

連

絡

協

議

会

（

会

長

＝

尾

崎

秀

明

名

古

屋

税

理

士

会

会

長

）

は

９

月

�

日

、

税

理

士

会

ビ

ル

２

階

ホ

ー

ル

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

名

古

屋

国

税

局

の

湯

下

敦

史

局

長

、

小

森

敦

総

務

部

長

、

白

川

敬

史

総

務

課

長

が

出

席

し

た

。

　

議

事

で

は

、

令

和

６

年

度

役

員

選

任

報

告

が

行

わ

れ

、

尾

崎

会

長

を

再

選

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

構

成

７

団

体

の

連

携

を

密

に

し

、

各

団

体

の

機

能

を

よ

り

有

効

に

発

揮

し

て

、

納

税

道

義

の

高

揚

と

自

主

申

告

納

税

の

推

進

を

図

る

た

め

、

構

成

７

団

体

の

①

連

絡

協

調

を

図

る

た

め

の

意

見

及

び

情

報

の

交

換

、

②

「

税

を

考

え

る

週

間

」

に

お

け

る

関

連

行

事

協

賛

の

推

進

、

③

所

得

税

・

消

費

税

の

確

定

申

告

期

に

お

け

る

関

連

行

事

等

国

税

の

広

報

活

動

に

対

す

る

協

賛

の

３

事

業

を

重

点

的

に

実

施

す

る

こ

と

を

盛

り

込

ん

だ

６

年

度

事

業

計

画

案

な

ど

を

承

認

し

た

。

　

桜

美

会

（

白

石

信

三

会

長

）

は

９

月

�

日

、

ホ

テ

ル

グ

ラ

ン

ヴ

ィ

ア

大

阪

で

、

大

阪

国

税

局

の

木

村

秀

美

局

長

、

近

畿

税

理

士

会

の

石

原

健

次

会

長

ら

を

招

き

、

第

�

回

代

議

員

会

と

意

見

交

換

会

を

開

催

し

た

。

　

議

事

に

先

立

ち

、

白

石

会

長

は

、

日

頃

の

本

部

事

業

活

動

へ

の

謝

辞

と

と

も

に

、

「

会

長

就

任

の

４

年

間

、

財

政

の

健

全

化

に

全

力

で

取

り

組

み

、

皆

様

の

温

か

い

ご

協

力

も

あ

り

、

当

面

の

財

務

基

盤

は

で

き

た

と

思

っ

て

お

り

ま

す

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

＝

写

真

。

　

議

事

で

は

、

令

和

５

年

度

の

事

業

・

収

支

決

算

報

告

と

、

６

年

度

の

事

業

計

画

・

収

支

予

算

案

、

任

期

満

了

に

伴

う

本

部

役

員

改

選

が

審

議

さ

れ

、

い

ず

れ

も

原

案

ど

お

り

可

決

承

認

し

た

。

役

員

改

選

で

は

副

会

長

の

前

橋

義

明

氏

が

新

会

長

に

選

出

さ

れ

た

。

そ

の

後

の

意

見

交

換

会

で

は

、

多

く

の

代

議

員

、

会

員

が

出

席

し

、

相

互

の

絆

を

一

層

強

め

て

い

た

。

　

　

財

務

省

・

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

熊

本

国

税

局

長

に

就

任

し

た

山

崎

博

之

氏

（

国

税

庁

課

税

総

括

課

長

）

＝

写

真

＝

が

就

任

の

抱

負

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。

　

出

身

は

熊

本

市

内

で

す

が

、

今

ま

で

全

国

さ

ま

ざ

ま

な

土

地

で

勤

務

す

る

中

、

熊

本

で

の

勤

務

は

初

め

て

で

す

。

故

郷

の

南

九

州

で

税

務

行

政

を

推

進

す

る

立

場

に

な

り

、

光

栄

で

あ

る

と

と

も

に

重

責

に

身

が

引

き

締

ま

る

思

い

で

す

。

　

「

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

の

適

正

か

つ

円

滑

な

実

現

」

と

い

う

国

税

庁

の

使

命

を

果

た

す

た

め

に

は

、

納

税

者

の

皆

様

か

ら

理

解

や

信

頼

を

得

ら

れ

る

組

織

で

あ

り

続

け

る

こ

と

が

重

要

で

す

。

　

こ

の

た

め

、

綱

紀

の

保

持

、

行

政

文

書

や

情

報

の

管

理

と

い

っ

た

基

本

動

作

の

徹

底

に

加

え

、

明

瞭

で

タ

イ

ム

リ

ー

な

情

報

発

信

や

利

便

性

の

高

い

申

告

・

納

税

手

段

の

提

供

を

心

掛

け

、

さ

ら

に

は

、

消

費

税

の

不

正

還

付

な

ど

納

税

者

が

不

公

平

に

感

じ

る

事

態

に

厳

正

に

対

処

す

る

こ

と

で

、

適

正

・

公

平

な

課

税

・

徴

収

の

実

現

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

ま

た

、

グ

ロ

ー

バ

ル

化

や

デ

ジ

タ

ル

化

な

ど

の

経

済

社

会

の

急

激

な

変

化

に

的

確

に

対

応

す

る

た

め

に

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

を

推

進

し

納

税

環

境

の

整

備

や

業

務

改

革

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

山

崎

博

之

（

や

ま

さ

き

・

ひ

ろ

ゆ

き

）

氏

の

略

歴

　

平

成

元

年

国

税

庁

入

庁

。

秋

田

北

税

務

署

長

、

福

岡

国

税

局

課

税

第

一

部

長

、

同

庁

広

報

広

聴

室

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

４

年

７

月

か

ら

同

庁

課

税

総

括

課

長

。

�

歳

。

熊

本

県

出

身

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

（

西

垣

直

哉

会

長

）

は

８

月

�

日

、

名

古

屋

市

工

業

研

究

所

で

ブ

ロ

ッ

ク

合

同

研

究

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

中

川

税

務

署

の

金

川

義

英

署

長

、

辻

井

辰

也

副

署

長

、

近

藤

誠

個

人

第

一

統

括

官

、

山

田

一

喜

記

帳

指

導

担

当

、

日

本

政

策

金

融

公

庫

熱

田

支

店

の

成

島

高

理

支

店

長

を

来

賓

に

迎

え

、

同

会

役

員

・

各

支

部

会

員

ら

約

�

人

が

出

席

し

た

。

　

研

究

会

は

、

宇

野

久

夫

専

務

理

事

の

進

行

で

始

ま

り

、

西

垣

会

長

は

「

会

の

発

展

へ

の

新

た

な

指

針

が

提

示

さ

れ

る

こ

と

を

期

待

す

る

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

。

　

研

修

①

は

、

宇

野

専

務

理

事

が

「

会

員

増

強

運

動

の

取

り

組

み

方

」

を

テ

ー

マ

に

、

同

会

を

取

り

巻

く

現

況

を

説

明

し

た

。

ま

た

、

安

藤

文

雄

副

会

長

か

ら

、

同

会

が

一

昨

年

か

ら

東

海

地

区

の

モ

デ

ル

会

の

指

定

を

受

け

て

い

る

と

の

説

明

が

あ

り

、

近

藤

統

括

官

か

ら

「

会

員

増

強

に

向

け

て

、

署

と

し

て

も

で

き

る

限

り

支

援

し

た

い

」

と

コ

メ

ン

ト

が

あ

っ

た

。

　

研

修

②

は

、

辻

井

副

署

長

が

「

税

に

関

す

る

よ

も

や

ま

話

」

を

テ

ー

マ

に

、

調

査

官

の

体

験

談

や

、

セ

ル

フ

メ

デ

ィ

ケ

ー

シ

ョ

ン

税

制

に

関

し

て

講

義

を

行

っ

た

。

　

研

修

③

は

、

成

島

支

店

長

が

「

日

本

公

庫

の

事

業

承

継

マ

ッ

チ

ン

グ

支

援

に

つ

い

て

」

を

テ

ー

マ

に

、

具

体

的

な

マ

ッ

チ

ン

グ

事

例

な

ど

を

説

明

し

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

恵

庭

支

部

（

齋

藤

一

史

支

部

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

恵

庭

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

ホ

テ

ル

で

税

務

研

修

会

を

開

催

し

た

。

　

研

修

会

に

先

立

ち

、

前

年

の

支

部

活

動

の

報

告

会

を

開

催

し

、

支

部

の

会

員

数

や

事

業

の

実

施

状

況

を

説

明

し

た

。

　

そ

の

後

、

税

理

士

の

中

村

秀

明

氏

を

講

師

に

迎

え

「

税

務

署

の

組

織

概

要

と

税

務

調

査

で

留

意

し

て

頂

き

た

い

こ

と

」

と

題

し

、

１

時

間

の

税

務

研

修

会

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

中

村

税

理

士

は

同

法

人

会

の

管

内

の

札

幌

南

税

務

署

勤

務

の

経

験

も

あ

る

こ

と

か

ら

、

参

加

者

は

親

し

み

も

あ

り

様

々

な

具

体

的

な

質

問

が

出

た

も

の

の

、

多

く

の

質

問

は

税

務

調

査

に

関

す

る

も

の

で

、

調

査

数

や

割

合

・

担

当

者

の

人

数

等

の

質

問

の

ほ

か

、

イ

ン

ボ

イ

ス

等

新

制

度

導

入

後

の

課

題

に

つ

い

て

の

質

問

に

も

柔

軟

に

回

答

し

、

わ

か

り

や

す

い

説

明

が

好

評

で

あ

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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